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○児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準

〔平成二十四年三月十四日号外厚生労働省告示第百二十三号〕

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条の二第二項第一号（同法第二十四条の二十四第二項において読み替えて適用する場合を含

む。）の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用す

る。

児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準

一　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第二十四条の二第二項第一号の規定に基づき、指定入所支援（同条第一項に

規定する指定入所支援をいう。以下同じ。）に要する費用の額は、別表障害児入所給付費単位数表第１の１（注５から注６までを除く。）、２及び

４から１０までにより算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第１の１（注５から注６までに限

る。）及び３により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第２により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとす

る。

二　前号の規定により、指定入所支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて

算定するものとする。

前　文〔抄〕〔平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号〕

平成二十五年四月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号〕

平成二十五年四月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八七号〕

平成二十六年四月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号〕

平成二十七年一月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一六九号〕

平成二十七年四月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号〕

平成二十七年四月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号〕

平成二十七年九月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九五号〕

平成二十九年四月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇〇号〕

平成三十年四月一日から適用する。

前　文〔抄〕〔平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号〕

平成三十一年十月一日から適用する。

附　則〔令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号抄〕

（施行期日）

第一条　この告示は、令和三年四月一日から施行する。

（福祉・介護職員処遇改善加算に係る経過措置）

第二条　令和三年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表（次条において「旧介護給付費

等単位数表」という。）第１の５の注のニ若しくはホ、第２の６の注のニ若しくはホ、第３の５の注のニ若しくはホ、第４の５の注のニ若しくは

ホ、第５の６の注のニ若しくはホ、第６の１４の注のニ若しくはホ、第７の１３の注のニ若しくはホ、第８の３の注のニ若しくはホ、第９の１４の

注のニ若しくはホ、第１０の９の注のニ若しくはホ、第１１の１３の注のニ若しくはホ、第１２の１６の注のニ若しくはホ、第１３の１５の注のニ

若しくはホ、第１４の１７の注のニ若しくはホ若しくは第１５の９の注のニ若しくはホ、第二十条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通

所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表（次条において「旧障害児通所給付費等単位数

表」という。）第１の１３の注のニ若しくはホ、第２の１０の注のニ若しくはホ、第３の１１の注のニ若しくはホ、第４の４の注のニ若しくはホ若

しくは第５の３の注のニ若しくはホ又は第二十一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別
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表障害児入所給付費単位数表（次条において「旧障害児入所給付費単位数表」という。）第１の１０の注のニ若しくはホ若しくは第２の６の注のニ

若しくはホに係る届出を行っている事業所又は施設であって、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表（以下「新

介護給付費等単位数表」という。）第１の５の注、第２の６の注、第３の５の注、第４の５の注、第５の６の注、第６の１４の注、第７の１４の

注、第８の３の注、第９の１４の注、第１０の９の注、第１１の１３の注、第１２の１６の注、第１３の１５の注、第１４の１７の注若しくは第１

５の９の注、第二十条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害

児通所給付費等単位数表（以下「新障害児通所給付費等単位数表」という。）第１の１３の注、第２の１０の注、第３の１１の注、第４の４の注若

しくは第５の３の注又は第二十一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給

付費単位数表（以下「新障害児入所給付費単位数表」という。）第１の１０の注若しくは第２の６の注に係る届出を行っていないものにおける福

祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によるこ

とができる。この場合において、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定に当たっては、新介護給付費等単位

数表、新障害児通所給付費等単位数表又は新障害児入所給付費単位数表の規定により算定した福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いることとす

る。

（福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る経過措置）

第三条　令和三年三月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表第１の６の注、第２の７の注、第３の６の注、第４の６の注、第５の７の注、第

６の１５の注、第７の１４の注、第８の４の注、第９の１５の注、第１０の１０の注、第１１の１４の注、第１２の１７の注、第１３の１６の注、

第１４の１８の注若しくは第１５の１０の注、旧障害児通所給付費等単位数表第１の１４の注、第２の１１の注、第３の１２の注、第４の５の注若

しくは第５の４の注又は旧障害児入所給付費単位数表第１の１１の注若しくは第２の７の注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、新介

護給付費等単位数表第１の５の注、第２の６の注、第３の５の注、第４の５の注、第５の６の注、第６の１４の注、第７の１４の注、第８の３の

注、第９の１４の注、第１０の９の注、第１１の１３の注、第１２の１６の注、第１３の１５の注、第１４の１７の注若しくは第１５の９の注、新

障害児通所給付費等単位数表第１の１３の注、第２の１０の注、第３の１１の注、第４の４の注若しくは第５の３の注又は新障害児入所給付費単位

数表第１の１０の注若しくは第２の６の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定については、令和四年三

月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、旧介護給付費等単位数表第６の１５の注、第１１の１４の注、第１

３の１６の注及び第１４の１８の注中「単位数（指定障害者支援施設にあっては、１０００分の９に相当する単位数）」とあるのは「単位数」と、

旧介護給付費等単位数表第７の１４の注中「１２」とあるのは「１３」と、「単位数（指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所

（単独型事業所を除く。）において行う場合については１０００分の８に相当する単位数、指定共同生活援助事業所（単独型事業所を除く。）及び

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所（単独型事業所を除く。）において行う場合については１０００分の１０に相当する単位数、外部サー

ビス利用型指定共同生活援助事業所（単独型事業所を除く。）において行う場合については１０００分の２３に相当する単位数、単独型事業所にお

いて行う場合については１０００分の６に相当する単位数）」とあるのは「単位数」と、「１３」とあるのは「１４」と、旧介護給付費等単位数表

第１０の１０の注中「１０００分の８（指定障害者支援施設にあっては、１０００分の９に相当する単位数）」とあるのは「１０００分の８」と、

旧介護給付費等単位数表第１２の１７の注中「１５の４」とあるのは「１５の５」とする。

（基本報酬に係る経過措置）

第十四条　令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第１の１のイからホまで、第２の１のイ及びロ、第３の１のイからトまで、第４

の１のイからタまで、第５の１のイ及びロ、第６の１のイからニまで、第７の１のイからホまで、第８の１のイからハまで、第９の１のイからホま

で、第１０の１のイからニまで、第１１の１のイからヘまで、第１２の１のイ及びロ、第１３の１のイ及びロ、第１４の１のイからホまで、第１４

の２の１のイからハまで、第１４の３の１のイ及びロ、第１５の１のイからニまで、第１５の１の２のイからニまで、第１５の１の２の２のイから

ホまで並びに第１５の１の３のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第１の１のイからトまで、第２の１のイからニまで、第３の１のイか

らホまで、第４の１及び第５の１、新障害児入所給付費単位数表第１の１のイからホまで及び第２の１のイからニまで、第二十二条の規定による改

正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談

支援給付費単位数表第１の１のイからハまで並びに第２の１のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表１のイ及びロ並びに第二十

四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表１のイ

及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

前　文〔抄〕〔令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号〕

令和四年十月一日から適用する。

附　則〔令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号抄〕

（適用期日）

第一条　この告示は、令和五年四月一日から適用する。

（経過措置）

第二条　この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示によ

る改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
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附　則〔令和六年三月一五日こども家庭庁告示第三号抄〕

（施行期日）

第一条　この告示は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　〔前略〕第四条〔中略〕及び附則第三条の規定　令和六年六月一日

二・三　〔略〕

（経過措置）

第二条　令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の

算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表の第１の１の注６、第３の１の注６の３、第４の１の注７及び第５の１の注６並びに別表２経過

的障害児通所給付費等単位数表の第１の１の注８、第２の１の注６及び第３の１の注６、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所

支援に要する費用の額の算定に関する基準障害児入所給付費単位数表第１の１の注３の３及び第２の１の注３の３並びに第五条の規定による改正後

の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表１の注６の規定は適用しない。

ただし、児童発達支援給付費、放課後等デイサービス給付費、主として難聴児経過的児童発達支援給付費、主として重症心身障害児経過的児童発達

支援給付費、医療型経過的児童発達支援給付費、福祉型障害児入所施設給付費又は医療型障害児入所施設給付費を算定している事業所又は施設が、

感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。

第三条　〔一項略〕

２　令和六年五月三十一日において現に福祉・介護職員処遇改善加算（第二条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通

所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表（以下この項において「旧通所給付費等単位数表」という。）第１の

１３、第３の１１、第４の４及び第５の３並びに別表２経過的障害児通所給付費等単位数表（以下この項において「旧経過的通所給付費等単位数

表」という。）第１の１９、第２の１９及び第３の１８並びに第四条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算

定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表（以下この項において「旧入所給付費単位数表」という。）第１の１０及び第２の６の福祉・介護職

員処遇改善加算をいう。）を算定しており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（旧通所給付費等単位数表第１の１５、第３の１３、

第４の６及び第５の５、旧経過的通所給付費等単位数表第１の２１、第２の２１及び第３の２０並びに旧入所給付費単位数表第１の１２及び第２の

８の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算をいう。以下この項において同じ。）を算定していない事業所又は施設が、令和八年三月三十一日ま

での間において、福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)まで（第二条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通

所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第１の１３、第３の１１、第４の４及び第５の３並びに別表２経過的

障害児通所給付費等単位数表第１の１９、第２の１９及び第３の１８並びに第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する

費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表第１の１０及び第２の６の福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までをいう。）

のいずれかを算定する場合には、当該事業所又は施設が仮に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合に算定することが見込まれる

額の三分の二以上を福祉・介護職員その他の職員の基本給又は決まって支払われる手当に充てる福祉・介護職員その他の職員の賃金（退職手当を除

く。）の改善を実施しなければならない。

別表

障害児入所給付費単位数表

第１　福祉型障害児入所施設

１　福祉型障害児入所施設給付費（１日につき）

イ　主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童を除く。以下「知的障害児」という。）に対し指定入所支援を行う場合

（１）　入所定員が５人以上９人以下の場合で当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９５７単位

（２）　入所定員が１０人の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき８３７単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，７２７単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９５７単位

（３）　入所定員が１１人以上１５人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき６６５単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，１０９単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき８７８単位

（４）　入所定員が１６人以上２０人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき６４５単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，０７５単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき８５２単位

（５）　入所定員が２１人以上２５人以下の場合８３７単位

（６）　入所定員が２６人以上３０人以下の場合８１２単位

（７）　入所定員が３１人以上３５人以下の場合７００単位
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（８）　入所定員が３６人以上４０人以下の場合６６５単位

（９）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合６２５単位

（１０）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合６００単位

（１１）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合５７８単位

（１２）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合５５４単位

（１３）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合５３５単位

（１４）　入所定員が９１人以上１００人以下の場合５１３単位

（１５）　入所定員が１０１人以上の場合４９３単位

ロ　主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童に限る。以下「自閉症児」という。）に対し指定入所支援を行う場合

（１）　入所定員が３０人以下の場合８４５単位

（２）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合７７２単位

（３）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合７３４単位

（４）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合７０１単位

（５）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合６６８単位

（６）　入所定員が７１人以上の場合６３７単位

ハ　主として盲児（強度の弱視児を含む。以下同じ。）に対し指定入所支援を行う場合

（１）　入所定員が５人の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき１，２４６単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９８８単位

（２）　入所定員が６人以上９人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき９０７単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９８８単位

（３）　入所定員が１０人の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき９０７単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，９０３単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９８８単位

（４）　入所定員が１１人以上１５人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき６９４単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，３６０単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９００単位

（５）　入所定員が１６人以上２０人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき６４４単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，１４２単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９００単位

（６）　入所定員が２１人以上２５人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき５７７単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，０２２単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき８７１単位

（７）　入所定員が２６人以上３０人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき５４２単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき８７１単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき８７１単位

（８）　入所定員が３１人以上３５人以下の場合（当該指定入所支援を行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であ

るとき。（９）から（１５）までにおいて同じ。）７６７単位

（９）　入所定員が３６人以上４０人以下の場合７１３単位

（１０）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合６２６単位

（１１）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合６０３単位

（１２）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合５８２単位

（１３）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合５６０単位

（１４）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合５４０単位

（１５）　入所定員が９１人以上の場合５１９単位
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ニ　主としてろうあ児（強度の難聴児を含む。以下同じ。）に対し指定入所支援を行う場合

（１）　入所定員が５人の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき１，２４６単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９８３単位

（２）　入所定員が６人以上９人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき９２９単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９８３単位

（３）　入所定員が１０人の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき９２９単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，８８９単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき９８３単位

（４）　入所定員が１１人以上１５人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき６９５単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，３４９単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき８９５単位

（５）　入所定員が１６人以上２０人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき６４７単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１，１３９単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき８９５単位

（６）　入所定員が２１人以上２５人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき５７３単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき９６６単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき８６６単位

（７）　入所定員が２６人以上３０人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき５４５単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき８６６単位

(三)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき８６６単位

（８）　入所定員が３１人以上３５人以下の場合（当該指定入所支援を行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であ

るとき。（９）から（１５）までにおいて同じ。）７６３単位

（９）　入所定員が３６人以上４０人以下の場合７１０単位

（１０）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合６２３単位

（１１）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合６００単位

（１２）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合５８０単位

（１３）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合５５８単位

（１４）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合５３７単位

（１５）　入所定員が９１人以上の場合５１８単位

ホ　主として肢体不自由（法第６条の２の２第２項に規定する肢体不自由をいう。）のある児童（以下「肢体不自由児」という。）に対し指定入

所支援を行う場合

（１）　入所定員が５０人以下の場合７６６単位

（２）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合７５２単位

（３）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合７３７単位

（４）　入所定員が７１人以上の場合７２０単位

注１　指定福祉型障害児入所施設（児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１

６号。以下「指定入所基準」という。）第２条第１号に規定する指定福祉型障害児入所施設をいう。以下同じ。）において、指定入所支援を

行った場合に、障害児の障害種別及び入所定員に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定福祉型障害

児入所施設の場合は、所定単位数の１０００分の９６５に相当する単位数を算定する。

２　イからホまでに係る福祉型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する場合に、それぞれ（１）

又は（２）に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

（１）　障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合　別にこども家庭庁長官が定める割合

（２）　指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第２１条の規定に従い、入所支援計画（同条第１項に規定する入所支援計画をいう。

以下同じ。）が作成されていない場合　次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
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(一)　入所支援計画が作成されていない期間が３月未満の場合　１００分の７０

(二)　入所支援計画が作成されていない期間が３月以上の場合　１００分の５０

３　指定入所基準第４１条第２項又は第３項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単

位数から減算する。

３の２　指定入所基準第４２条第２項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から

減算する。

３の３　指定入所基準第３５条の２第１項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の１００分の３に相当する単位数を所定単位数

から減算する。

３の４　法第３３条の１８第１項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の１００分の１０に相当

する単位数を所定単位数から減算する。

４　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第

１項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は法第５９条の４第１項の児童相談所設置市（以下「児童相談所設置市」という。）にあっ

ては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。）に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める

基準に適合する指定入所支援を行った場合に、日中活動支援加算として、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ　主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が５人以上９人以下の場合で当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき６７単位

（２）　入所定員が１０人の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１

６１単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき６７単位

（３）　入所定員が１１人以上１５人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１

２１単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき６７単位

（４）　入所定員が１６人以上２０人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき８

１単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき６７単位

（５）　入所定員が２１人以上２５人以下の場合６７単位

（６）　入所定員が２６人以上３０人以下の場合５４単位

（７）　入所定員が３１人以上３５人以下の場合４７単位

（８）　入所定員が３６人以上４０人以下の場合４０単位

（９）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（１０）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２７単位

（１１）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

（１２）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合２０単位

（１３）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１８単位

（１４）　入所定員が９１人以上１００人以下の場合１６単位

（１５）　入所定員が１０１人以上の場合１６単位

ロ　主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が３０人以下の場合５４単位

（２）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合４０単位

（３）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（４）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２７単位

（５）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

（６）　入所定員が７１人以上の場合２３単位

ハ　主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が５人の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき３

２２単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき５４単位
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（２）　入所定員が６人以上９人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１

７９単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき５４単位

（３）　入所定員が１０人の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１

６１単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき５４単位

（４）　入所定員が１１人以上１５人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき１

０７単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき５４単位

（５）　入所定員が１６人以上２０人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき８

１単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき５４単位

（６）　入所定員が２１人以上２５人以下の場合

(一)　当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき又は当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき６

４単位

(二)　当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき５４単位

（７）　入所定員が２６人以上３０人以下の場合５４単位

（８）　入所定員が３１人以上３５人以下の場合４６単位

（９）　入所定員が３６人以上４０人以下の場合４０単位

（１０）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（１１）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２７単位

（１２）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

（１３）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合２０単位

（１４）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１８単位

（１５）　入所定員が９１人以上の場合１８単位

５　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、重度障害児

（次のイに規定する障害児、次のハ及びホに規定する盲児又はろうあ児並びに次のトに規定する肢体不自由児をいう。以下この第１において

同じ。）に対し、指定入所支援を行った場合（イ、ロ又はトについては、該当する重度障害児を入所させるための設備等を有する建物におい

て行う場合に限る。）に、重度障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、１日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、注７の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

イ　主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する障害児

に対し指定入所支援を行った場合（ロに該当する場合を除く。）１６５単位

（１）　次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね３５以下と判定されたもの

(一)　食事、洗面、排
せつ

泄、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者

(二)　頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者

（２）　盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね５０以下と判定されたもの

ロ　主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、イに規定する障害児であって、次の（１）から

（３）までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合１９８単位

（１）　６歳未満である者

（２）　医療型障害児入所施設（法第４２条第２号の医療型障害児入所施設をいう。）（主として重症心身障害児（法第７条第２項に規定

する重症心身障害児をいう。以下同じ。）を入所させる施設に限る。）を退所後３年未満である者

（３）　入所後１年未満である者

ハ　主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指

定入所支援を行った場合（ニに該当する場合を除く。）１５８単位

（１）　知的障害を有するために、特別の支援を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの

（２）　機能障害が重度であって、食事、洗面、排
せつ

泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
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ニ　主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ハに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が３５以下と判定され

たものであって、入所後１年未満のもの１８９単位

ホ　主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対

し指定入所支援を行った場合（ヘに該当する場合を除く。）１４３単位

（１）　知的障害を有するために、特別の支援を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの

（２）　機能障害が重度であって、食事、洗面、排
せつ

泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの

ヘ　主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ホに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が３５以下と判定

されたものであって、入所後１年未満のもの１７１単位

ト　主として肢体不自由児を受け入れる指定福祉型障害児入所施設において、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する肢体不自由児に対

し指定入所支援を行った場合１９８単位

（１）　各種補装具を用いても身体の移動が困難である者

（２）　機能障害が重度であって、食事、洗面、排
せつ

泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者又は
かく

喀
たん

痰吸引等を必要

とする者

５の２　注５の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注５のイの（１）の(二)又はハの（１）若しくはホの（１）に規

定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合に、１日につき１１単位を所定単位数に加算す

る。

６　注５イからトまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障

害、肢体不自由、内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又

は肝臓の機能の障害をいう。）、知的障害又は精神障害（知的障害を除く。）のうち３以上の障害を有する児童である障害児に対し、指定福

祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、１日につき１１１単位を所定単位数に加算する。

ただし、注７の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

７　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、次に掲げる指

定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、１日につきそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、

加算の算定を開始した日から起算して９０日以内の期間については、７００単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いるときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ　強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指

定入所支援を行った場合３９０単位

ロ　強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指

定入所支援を行った場合７８１単位

８　指定福祉型障害児入所施設において乳幼児である障害児に対して、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、１日につき７８単位

を所定単位数に加算する。

９　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援

を行った場合に、心理担当職員配置加算として、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注７の強度行動障害児特別

支援加算が算定される場合は、加算しない。

イ　主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が１０人以下の場合１０２単位

（２）　入所定員が１１人以上２０人以下の場合５１単位

（３）　入所定員が２１人以上３０人以下の場合３４単位

（４）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合２６単位

（５）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２０単位

（６）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合１７単位

（７）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１５単位

（８）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合１３単位

（９）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１１単位

（１０）　入所定員が９１人以上１００人以下の場合１０単位

（１１）　入所定員が１０１人以上の場合９単位

ロ　主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が４０人以下の場合２６単位
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（２）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２０単位

（３）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合１７単位

（４）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１５単位

（５）　入所定員が７１人以上の場合１３単位

ハ　主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合

（１）　入所定員が５人以上１０人以下の場合１０２単位

（２）　入所定員が１１人以上２０人以下の場合５１単位

（３）　入所定員が２１人以上３０人以下の場合３４単位

（４）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合２６単位

（５）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２０単位

（６）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合１７単位

（７）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１５単位

（８）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合１３単位

（９）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１１単位

（１０）　入所定員が９１人以上の場合１０単位

ニ　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が５０人以下の場合２０単位

（２）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合１７単位

（３）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１５単位

（４）　入所定員が７１人以上の場合１３単位

１０　公認心理師を１人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設（注９の心理担当職員配置加算を算定

している福祉型障害児入所施設に限る。）において、指定入所支援を行った場合に、１日につき１０単位を所定単位数に加算する。

１１　指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を１以上配置してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、看護職員配置加算(Ⅰ)として、１

日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ　主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が１０人以下の場合１４１単位

（２）　入所定員が１１人以上２０人以下の場合７０単位

（３）　入所定員が２１人以上３０人以下の場合４７単位

（４）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合３８単位

（５）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２８単位

（６）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２５単位

（７）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

（８）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合２０単位

（９）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１７単位

（１０）　入所定員が９１人以上１００人以下の場合１４単位

（１１）　入所定員が１０１人以上の場合１３単位

ロ　主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が５人以上１０人以下の場合１４１単位

（２）　入所定員が１１人以上２０人以下の場合７０単位

（３）　入所定員が２１人以上３０人以下の場合４７単位

（４）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合３８単位

（５）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２８単位

（６）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２５単位

（７）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

（８）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合２０単位

（９）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１７単位

（１０）　入所定員が９１人以上の場合１４単位

１２　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支

援を行った場合に、看護職員配置加算(Ⅱ)として、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ　主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
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（１）　入所定員が１０人以下の場合１４５単位

（２）　入所定員が１１人以上２０人以下の場合９６単位

（３）　入所定員が２１人以上３０人以下の場合５８単位

（４）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合４１単位

（５）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（６）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２６単位

（７）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２２単位

（８）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合１９単位

（９）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１７単位

（１０）　入所定員が９１人以上１００人以下の場合１５単位

（１１）　入所定員が１０１人以上の場合１４単位

ロ　主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が４０人以下の場合３６単位

（２）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（３）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２６単位

（４）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２２単位

（５）　入所定員が７１人以上の場合１９単位

ハ　主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が５人以上１０人以下の場合１４５単位

（２）　入所定員が１１人以上２０人以下の場合９６単位

（３）　入所定員が２１人以上３０人以下の場合５８単位

（４）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合４１単位

（５）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（６）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２６単位

（７）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２２単位

（８）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合１９単位

（９）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１７単位

（１０）　入所定員が９１人以上の場合１５単位

ニ　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が５０人以下の場合２９単位

（２）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２６単位

（３）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２２単位

（４）　入所定員が７１人以上の場合１９単位

１３　常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、指

定入所基準に定める員数の従業者に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７

号。以下「特区法」という。）第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。５の注３の（１）において同じ。）若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合す

る専門職員（イにおいて「理学療法士等」という。）又は児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６

３号）第２１条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者（ロにおいて

「児童指導員等」という。）を１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を

行った場合に、児童指導員等加配加算として、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ　理学療法士等を配置する場合

（１）　主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(一)　入所定員が１０人以下の場合１５１単位

(二)　入所定員が１１人以上２０人以下の場合１０１単位

(三)　入所定員が２１人以上３０人以下の場合６１単位

(四)　入所定員が３１人以上４０人以下の場合４３単位

(五)　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３４単位

(六)　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２８単位

(七)　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

(八)　入所定員が７１人以上８０人以下の場合２０単位
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(九)　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１８単位

(十)　入所定員が９１人以上１００人以下の場合１６単位

(十一)　入所定員が１０１人以上の場合１４単位

（２）　主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

(一)　入所定員が４０人以下の場合３８単位

(二)　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３４単位

(三)　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２８単位

(四)　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

(五)　入所定員が７１人以上の場合２０単位

（３）　主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合

(一)　入所定員が５人以上１０人以下の場合１５１単位

(二)　入所定員が１１人以上２０人以下の場合１０１単位

(三)　入所定員が２１人以上３０人以下の場合６１単位

(四)　入所定員が３１人以上４０人以下の場合４３単位

(五)　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３４単位

(六)　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２８単位

(七)　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

(八)　入所定員が７１人以上８０人以下の場合２０単位

(九)　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１８単位

(十)　入所定員が９１人以上の場合１６単位

（４）　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

(一)　入所定員が５０人以下の場合３０単位

(二)　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２８単位

(三)　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

(四)　入所定員が７１人以上の場合２０単位

ロ　児童指導員等を配置する場合

（１）　主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

(一)　入所定員が１０人以下の場合１１２単位

(二)　入所定員が１１人以上２０人以下の場合７５単位

(三)　入所定員が２１人以上３０人以下の場合４５単位

(四)　入所定員が３１人以上４０人以下の場合３２単位

(五)　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２５単位

(六)　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２０単位

(七)　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１７単位

(八)　入所定員が７１人以上８０人以下の場合１５単位

(九)　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１３単位

(十)　入所定員が９１人以上１００人以下の場合１２単位

(十一)　入所定員が１０１人以上の場合１０単位

（２）　主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

(一)　入所定員が４０人以下の場合２８単位

(二)　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２５単位

(三)　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２０単位

(四)　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１７単位

(五)　入所定員が７１人以上の場合１５単位

（３）　主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

(一)　入所定員が５人以上１０人以下の場合１１２単位

(二)　入所定員が１１人以上２０人以下の場合７５単位

(三)　入所定員が２１人以上３０人以下の場合４５単位

(四)　入所定員が３１人以上４０人以下の場合３２単位

(五)　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２５単位

(六)　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２０単位
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(七)　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１７単位

(八)　入所定員が７１人以上８０人以下の場合１５単位

(九)　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１３単位

(十)　入所定員が９１人以上の場合１２単位

（４）　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

(一)　入所定員が５０人以下の場合２２単位

(二)　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２０単位

(三)　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１７単位

(四)　入所定員が７１人以上の場合１５単位

１４　障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強

化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士又は５年以上障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援、障害

児入所支援若しくは障害児相談支援に係る業務に従事した者（以下「社会福祉士等」という。）を１以上配置しているものとして都道府県知

事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、ソーシャルワーカー配置加算として、１日につき次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。

イ　主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が１０人以下の場合１５９単位

（２）　入所定員が１１人以上２０人以下の場合７９単位

（３）　入所定員が２１人以上３０人以下の場合５３単位

（４）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合４０単位

（５）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（６）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２６単位

（７）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

（８）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合２０単位

（９）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１８単位

（１０）　入所定員が９１人以上１００人以下の場合１６単位

（１１）　入所定員が１０１人以上の場合１４単位

ロ　主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が３０人以下の場合５３単位

（２）　入所定員が３１人以上４０人以下の場合４０単位

（３）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（４）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２６単位

（５）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

（６）　入所定員が７１人以上の場合２０単位

ハ　主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が５人以上１０人以下の場合１５９単位

（２）　入所定員が１１人以上１５人以下の場合１０６単位

（３）　入所定員が１６人以上２０人以下の場合７９単位

（４）　入所定員が２１人以上２５人以下の場合６３単位

（５）　入所定員が２６人以上３０人以下の場合５３単位

（６）　入所定員が３１人以上３５人以下の場合４５単位

（７）　入所定員が３６人以上４０人以下の場合４０単位

（８）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合３２単位

（９）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２６単位

（１０）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位

（１１）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合２０単位

（１２）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１８単位

（１３）　入所定員が９１人以上の場合１６単位

ニ　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合

（１）　入所定員が５０人以下の場合３２単位

（２）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合２６単位

（３）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合２３単位
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（４）　入所定員が７１人以上の場合２０単位

２　入院・外泊時加算（１日につき）

イ　入院・外泊時加算(Ⅰ)

（１）　入所定員が６０人以下の場合３２０単位

（２）　入所定員が６１人以上９０人以下の場合２８８単位

（３）　入所定員が９１人以上の場合２５２単位

ロ　入院・外泊時加算(Ⅱ)

（１）　入所定員が６０人以下の場合１９１単位

（２）　入所定員が６１人以上９０人以下の場合１７２単位

（３）　入所定員が９１人以上の場合１５０単位

注１　イについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労

働省告示第５２３号）別表介護給付費等単位数表（以下「介護給付費等単位数表」という。）第１５の１の注３に規定する体験的な指定共同

生活援助の利用、介護給付費等単位数表第１５の１の２の注５又は注６に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用及び

介護給付費等単位数表第１５の１の２の２の注３に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む。

以下この２において同じ。）を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して８日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応

じ、それぞれ（１）から（３）までに掲げる単位数（地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、（１）から

（３）までに掲げる単位数の１０００分の９６５に相当する単位数）を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

２　ロについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊を認めた場合であって、施設従業者（指定入所

基準第４条の規定により指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者をいう。以下この第１において同じ。）（栄養士及び調理員を除く。）

が、入所支援計画に基づき、当該障害児に対し、支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して８日を超えた日から８２日を

限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ（１）から（３）までに掲げる単位数（地方公共団体が設置する指定福祉型障害

児入所施設の場合にあっては、（１）から（３）までに掲げる単位数の１０００分の９６５に相当する単位数）を算定する。ただし、入院又

は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

３　自活訓練加算（１日につき）

イ　自活訓練加算(Ⅰ)３３７単位

ロ　自活訓練加算(Ⅱ)４４８単位

注１　個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。）が認め

た障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設におい

て、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活に必要な訓練（以下「自活訓練」という。）を行った場合に、当該障害児１人につき

３６０日間を限度として所定単位数を加算する。

２　イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難で

ある場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を

加算する。

３　同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所中１回を限度として加算する。

４　入院時特別支援加算

イ　当該月における入院期間（入院の初日及び最終日並びに２の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。ロ及び注において同じ。）の日数の

合計が４日未満の場合５６１単位

ロ　当該月における入院期間の日数の合計が４日以上の場合１，１２２単位

注　指定福祉型障害児入所施設において、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な障害児が病院又は診療所（当該指定福祉型障害児入所

施設の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。）への入院を要した場合に、施設従業者（栄養士及び調理員を除く。）が、入所支援計画

に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、１月に

つき１回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

５　福祉専門職員配置等加算

イ　福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)１０単位

ロ　福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)７単位

ハ　福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)４単位

注１　イについては、指定入所基準第４条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉

士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が１００分の３５以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入

所施設において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。
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２　ロについては、児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である

ものの割合が１００分の２５以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場

合に、１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しな

い。

３　ハについては、次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指

定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福

祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

（１）　指定入所基準第４条の規定により置くべき児童指導員又は保育士（（２）において「児童指導員等」という。）として配置されて

いる従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が１００分の７５以上であること。

（２）　児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事しているものの割合が１００分の３０以上であること。

５の２　家族支援加算

イ　家族支援加算(Ⅰ)

（１）　障害児の家族（障害児のきょうだいを含む。以下この５の２において同じ。）等の居宅を訪問して相談援助を行った場合

(一)　所要時間１時間以上の場合３００単位

(二)　所要時間１時間未満の場合２００単位

（２）　指定福祉型障害児入所施設等において対面により相談援助を行った場合１００単位

（３）　テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合８０単位

ロ　家族支援加算(Ⅱ)

（１）　対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合８０単位

（２）　テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合６０単位

注　指定福祉型障害児入所施設において、施設従業者（栄養士及び調理員を除く。）が、入所支援計画に基づき、あらかじめ入所給付決定保護者

（法第２４条の３第６項の入所給付決定保護者をいう。以下同じ。）の同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、

イ又はロそれぞれについて、１日につき１回及び１月につき２回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を

加算する。ただし、６を算定しているときは、算定しない。

６　地域移行加算５００単位

注　入所期間が１月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、施設従業者が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行

い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡

調整を行った場合に、入所中２回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後３０日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児

及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後１回を限度として所定単位数を加算する。

６の２　移行支援関係機関連携加算２５０単位

注　指定福祉型障害児入所施設において、移行支援計画（指定入所基準第３条第１項に規定する移行支援計画をいう。以下同じ。）の作成又は変

更に当たって、関係者（都道府県、市町村及び教育機関並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者又は障害者総合支援法第７

７条の２に規定する基幹相談支援センターその他の障害児の自立した日常生活又は社会生活への移行に関係する者をいう。以下この注及び第２

の４の２の注において同じ。）により構成される会議を開催し、当該移行支援計画に係る障害児への移行支援について、関係者に対して専門的

な見地からの意見を求め、必要な情報の共有及び当該障害児の移行に係る連携調整を行った場合に、１月につき１回を限度として、所定単位数

を加算する。

６の３　体験利用支援加算（１日につき）

イ　体験利用支援加算(Ⅰ)７００単位

ロ　体験利用支援加算(Ⅱ)５００単位

注１　現に指定福祉型障害児入所施設に入所している障害児であって、重症心身障害児、重度障害児又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適

合する強度の行動障害を有する児童であるもの（移行支援計画において体験利用が計画されているものに限る。）が、現に入所している指定

福祉型障害児入所施設を退所する予定日から遡って１年間において体験利用を行う場合に、施設従業者（栄養士及び調理員を除く。）が、次

の（１）及び（２）のいずれにも該当する支援を行った場合に、１回につき３日以内（ロにあっては、５日以内）の期間について、２回を限

度として所定単位数を加算する。

（１）　体験利用の利用の日における新たな環境への適応に対する支援その他の便宜の提供

（２）　体験利用に係る事業者その他の関係者との連絡調整その他の相談援助

２　注１の体験利用は、次に掲げる加算に応じ、それぞれ次に定める活動とする。

（１）　体験利用支援加算(Ⅰ)　障害福祉サービス（障害者総合支援法第５条第１項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。）の体

験的な利用その他の体験活動（宿泊を伴うものに限る。）

（２）　体験利用支援加算(Ⅱ)　障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動（（１）に定めるものを除く。）
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７　栄養士配置加算

イ　栄養士配置加算(Ⅰ)

（１）　入所定員が４０人以下の場合２７単位

（２）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合２２単位

（３）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合１８単位

（４）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合１５単位

（５）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合１３単位

（６）　入所定員が８１人以上９０人以下の場合１２単位

（７）　入所定員が９１人以上１００人以下の場合１１単位

（８）　入所定員が１０１人以上の場合１０単位

ロ　栄養士配置加算(Ⅱ)

（１）　入所定員が４０人以下の場合１５単位

（２）　入所定員が４１人以上５０人以下の場合１２単位

（３）　入所定員が５１人以上６０人以下の場合１０単位

（４）　入所定員が６１人以上７０人以下の場合８単位

（５）　入所定員が７１人以上８０人以下の場合７単位

（６）　入所定員が８１人以上１００人以下の場合６単位

（７）　入所定員が１０１人以上の場合５単位

注１　イについては、次の（１）及び（２）に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設に

おいて、入所定員に応じ、１日につき所定単位数を加算する。

（１）　常勤の管理栄養士又は栄養士を１名以上配置していること。

（２）　障害児の日常生活状況、
し

嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

２　ロについては、次の（１）及び（２）に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設に

おいて、入所定員に応じ、１日につき所定単位数を加算する。ただし、イを算定しているときは、算定しない。

（１）　管理栄養士又は栄養士を１名以上配置していること。

（２）　障害児の日常生活状況、
し

嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

８　栄養マネジメント加算１２単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合

に、１日につき所定単位数を加算する。

イ　常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。

ロ　障害児の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種が共同して、障害児ごとの摂食・嚥下機能及び食形態に

も配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ　障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、障害児の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ　障害児ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

８の２　要支援児童加算

イ　要支援児童加算(Ⅰ)１５０単位

ロ　要支援児童加算(Ⅱ)１５０単位

注１　イについては、指定福祉型障害児入所施設が、現に入所している者であって、要保護児童（法第６条の３第８項に規定する要保護児童をい

う。以下同じ。）又は要支援児童（同条第５項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。）であるものに対する指定入所支援について、児童

相談所その他の公的機関又は当該児童の主治医等（以下この注において「児童相談所等関係機関」という。）との連携を図るため、当該障害

児に係る会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議に参加し、児童相談所等関係機関との情報の共有及び連携調整を行った場合

に、１月に１回を限度として、所定単位数を加算する。

２　ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設におい

て、要保護児童又は要支援児童に対して別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心理支援を行った場合に、１月につき４回を限度とし

て、所定単位数を加算する。

８の３　集中的支援加算

イ　集中的支援加算(Ⅰ)１，０００単位

ロ　集中的支援加算(Ⅱ)５００単位

注１　イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への

支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの（以下「広域的支援人
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材」という。）を指定福祉型障害児入所施設に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心とな

って当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、３月以内の期間に限り１月に４回を限度として所定単位数を加算する。

２　ロについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、集中的な支援

を提供できる体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定福祉型障害児入所施設が、他の指定通所支援（法第２１条の５の３第１

項に規定する指定通所支援をいう。第２の４の５において同じ。）を行う事業所、指定障害児入所施設（法第２４条の２第１項に規定する指

定障害児入所施設をいう。第２の４の５において同じ。）、指定発達支援医療機関等から当該児童を受け入れ、集中的な支援を実施した場合

に、３月以内の期間に限り１日につき所定単位数を加算する。

９　小規模グループケア加算

イ　小規模グループケア加算(Ⅰ)（障害児の数が４人から６人まで）３２０単位

ロ　小規模グループケア加算(Ⅱ)（障害児の数が７人又は８人）２３３単位

ハ　小規模グループケア加算(Ⅱ)（障害児の数が９人又は１０人）１８６単位

注１　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、障害児に対し

小規模なグループによる指定入所支援を行った場合（当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。）に、当

該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児１人につき所定単位数を加算する。ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める

施設基準（平成２４年厚生労働省告示第２６９号）の適用前に建設された指定福祉型障害児入所施設であって、都道府県知事が適当と認めた

ものに限り、所定単位数を加算する。

２　イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を

有する建物（当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能

を有するもの（以下この注２において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限

る。）において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合に、更に当該障害児１人につき３７８単位を所定単位数に

加算する。

９の２　障害者支援施設等感染対策向上加算

イ　障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)１０単位

ロ　障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)５単位

注１　イについては、以下の（１）から（３）のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、１

月につき所定単位数を加算する。

（１）　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定

医療機関との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

（２）　協力医療機関（指定入所基準第３９条第１項に規定する協力医療機関をいう。以下同じ。）等との間で、感染症（新興感染症を除

く。以下この（２）において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応

していること。

（３）　診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）

の区分番号Ａ２３４―２に規定する感染対策向上加算（注２において「感染対策向上加算」という。）若しくは医科診療報酬点数表の区分

番号Ａ０００に掲げる初診療の注１１及び区分番号Ａ００１に掲げる再診療の注１５に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った

医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していること。

２　ロについては、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から３年に１回以上、指定福祉型障害児入所施設内で

感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、１月につ

き所定単位数を加算する。

９の３　新興感染症等施設療養加算２４０単位

注　障害児が別にこども家庭庁長官が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症

に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定入所支援を行った場合に、１月に１回、連続する５日を限度として１日につき所

定単位数を加算する。

１０　福祉・介護職員等処遇改善加算

注１　別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福

祉型障害児入所施設（国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注２におい

て同じ。）が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の２１１に相当する単位数

ロ　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の２０７に相当する単位数

ハ　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１６８に相当する単位数
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ニ　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１４１に相当する単位数

２　令和７年３月３１日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設（注１の加算を算定しているものを除く。）が、障害児に対し、指定入所支援を行っ

た場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１７３に相当する単位数

（２）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（２）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１８４に相当する単位数

（３）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（３）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１６９に相当する単位数

（４）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（４）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１８０に相当する単位数

（５）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（５）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１４６に相当する単位数

（６）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（６）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１４２に相当する単位数

（７）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（７）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１５２に相当する単位数

（８）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（８）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１３０に相当する単位数

（９）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（９）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１４８に相当する単位数

（１０）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１０）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１１４に相当する単位数

（１１）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１１）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１０３に相当する単位数

（１２）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１２）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１１０に相当する単位数

（１３）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１３）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の１０９に相当する単位数

（１４）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１４）　１から９の３までにより算定した単位数の１０００分の７１に相当する単位数

第２　医療型障害児入所施設

１　医療型障害児入所施設給付費（１日につき）

イ　指定医療型障害児入所施設の場合（ロに該当する場合を除く。）

（１）　主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合３８０単位

（２）　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合１８９単位

（３）　主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合９８８単位

ロ　指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合

（１）　主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合

(一)　６０日目まで４５４単位

(二)　６１日目以降９０日目まで４１５単位

(三)　９１日目以降１８０日目まで３８０単位

(四)　１８１日目以降３４５単位

（２）　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合

(一)　６０日目まで２２３単位

(二)　６１日目以降９０日目まで２０５単位

(三)　９１日目以降１８０日目まで１８９単位

(四)　１８１日目以降１７３単位

（３）　主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合

(一)　６０日目まで１，１９０単位

(二)　６１日目以降９０日目まで１，０８４単位

(三)　９１日目以降１８０日目まで９８８単位

(四)　１８１日目以降８９１単位

ハ　指定発達支援医療機関の場合（ニに該当する場合を除く。）

（１）　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合１３７単位

（２）　主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合９６２単位

ニ　指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合

（１）　主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合

(一)　６０日目まで１６５単位

(二)　６１日目以降９０日目まで１５０単位

(三)　９１日目以降１８０日目まで１３７単位

(四)　１８１日目以降１２４単位

（２）　主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
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(一)　６０日目まで１，１６４単位

(二)　６１日目以降９０日目まで１，０５８単位

(三)　９１日目以降１８０日目まで９６２単位

(四)　１８１日目以降８６５単位

注１　指定医療型障害児入所施設（指定入所基準第２条第２号に規定する指定医療型障害児入所施設をいう。以下同じ。）又は指定発達支援医療

機関（法第７条第２項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。）において、指定入所支援を行った場合に、それぞれ所定単位数

を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型障害児入所施設の場合は、所定単位数の１０００分の９６５に相当する単位数を算

定する。

１の２　ロ又はニについては、法第２４条の３第４項に規定する入所給付決定に当たり、一定期間の指定入所支援を行うことにより退所が可能

であると都道府県知事が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別に応じ、１日につき所定単位数を算定する。

２　指定医療型障害児入所施設に係る医療型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する場合に、そ

れぞれ（１）又は（２）に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

（１）　障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合　別にこども家庭庁長官が定める割合

（２）　指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第５７条において準用する指定入所基準第２１条の規定に従い、入所支援計画が作成

されていない場合　次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一)　入所支援計画が作成されていない期間が３月未満の場合　１００分の７０

(二)　入所支援計画が作成されていない期間が３月以上の場合　１００分の５０

３　指定入所基準第５７条において準用する指定入所基準第４１条第２項又は第３項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の１

００分の１０に相当する単位数を所定単位数から減算する。

３の２　指定入所基準第５７条において準用する指定入所基準第４２条第２項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の１００分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。

３の３　指定入所基準第５７条において準用する指定入所基準第３５条の２第１項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の１０

０分の３に相当する単位数を所定単位数から減算する。

３の４　法第３３条の１８第１項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の１００分の１０に相当

する単位数を所定単位数から減算する。

４　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機

関において、重度障害児（次のイに規定する障害児又は次のハに規定する肢体不自由児をいう。以下この第２において同じ。）に対し、指定

入所支援を行った場合（指定医療型障害児入所施設にあっては、該当する重度障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場

合に限る。）に、重度障害児の障害種別に応じ、重度障害児支援加算として、１日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、注５の２の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

イ　主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する障害児に対し指定入所

支援を行った場合（ロに該当する場合を除く。）１６５単位

（１）　次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね３５以下と判定されたもの

(一)　食事、洗面、排
せつ

泄、衣服の着脱等の日常生活活動の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者

(二)　頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者

（２）　盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね５０以下と判定されたもの

ロ　主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、イに掲げる障害児であって、次の（１）から（３）までのいずれか

に該当するものに対し指定入所支援を行った場合１９８単位

（１）　６歳未満である者

（２）　医療型障害児入所施設を退所後３年未満である者

（３）　入所後１年未満である者

ハ　主として肢体不自由児を入所させる指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次の（１）又は（２）のいずれかに

該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合１９８単位

（１）　各種補装具を用いても身体の移動が困難である者

（２）　機能障害が重度であって、食事、洗面、排
せつ

泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者

４の２　注４の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であって別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、注４のイの（１）の(二)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長

官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合に、１日につき１１単位を所定単位数に加算する。

５　注４のイからハまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障

害、肢体不自由、内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又

は肝臓の機能の障害をいう。）、知的障害又は精神障害（知的障害を除く。）のうち３以上（主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行
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う場合にあっては、２以上）の障害を有するもの（重症心身障害児を除く。）に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関

において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、１日につき１１１単位を所定単位数に加算する。ただし、注５の２の

強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

５の２　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医

療機関において、次に掲げる指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、１日につきそれぞれ次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して９０日以内の期間については７００単位を加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ　強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指

定入所支援を行った場合３９０単位

ロ　強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指

定入所支援を行った場合７８１単位

６　指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において乳幼児である肢体不自由児（重症心身障害児を除く。）に対し、指定入所支

援を行った場合に、乳幼児加算として、１日につき７０単位を所定単位数に加算する。

７　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設（主として重症心身障害

児に対し指定入所支援を行う場合を除く。）において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、１日につき２６単位を

所定単位数に加算する。ただし、注５の２の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

８　公認心理師を１人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設（注７の心理担当職員配置加算を算定し

ている医療型障害児入所施設に限る。）において、指定入所支援を行った場合に、１日につき１０単位を所定単位数に加算する。

９　障害児が指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家

族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士等を１以上配置しているものとして都道府

県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、ソーシャルワーカー配置加

算として、１日につき４０単位を所定単位数に加算する。

２　自活訓練加算（１日につき）

イ　自活訓練加算(Ⅰ)３３７単位

ロ　自活訓練加算(Ⅱ)４４８単位

注１　個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基

準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活訓

練を行った場合に、当該障害児１人につき３６０日間を限度として所定単位数を加算する。

２　イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難で

ある場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を

加算する。

３　同一の障害児について、同一の指定医療型障害児入所施設に入所中１回を限度として加算する。

３　福祉専門職員配置等加算

イ　福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)１０単位

ロ　福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)７単位

ハ　福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)４単位

注１　イについては、指定入所基準第５２条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の

職員（直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援

医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注３において同じ　。）であるものを除く。注２

において同じ。）のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が１００分の３５以上であるものと

して都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所

定単位数を加算する。

２　ロについては、指定入所基準第５２条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の

職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が１００分の２５以上であるものとして都道府県

知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加

算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

３　ハについては、次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達

支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員

配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
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（１）　指定入所基準第５２条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内に

ある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。３の２の注１において同

じ　。）又は指定発達支援医療機関の職員（直接支援業務に従事する児童指導員又は保育士に限る。）（（２）において「児童指導員

等」という。）として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が１００分の７５以上であること。

（２）　児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事しているものの割合が１００分の３０以上であること。

３の２　保育職員加配加算２０単位

注１　保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、児童指導員又は保育士を１以上配置しているものとして都道府県

知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。

２　保育機能の充実を図るため、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関

において、指定入所支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。

３の３　家族支援加算

イ　家族支援加算(Ⅰ)

（１）　障害児の家族（障害児のきょうだいを含む。以下この３の３において同じ。）等の居宅を訪問して相談援助を行った場合

(一)　所要時間１時間以上の場合３００単位

(二)　所要時間１時間未満の場合２００単位

（２）　指定医療型障害児入所施設、指定発達支援医療機関等において対面により相談援助を行った場合１００単位

（３）　テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合８０単位

ロ　家族支援加算(Ⅱ)

（１）　対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合８０単位

（２）　テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合６０単位

注　指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所基準第５２条の規定により置くべき従業者（栄養士及び調理員を除

く。）又は指定発達支援医療機関の職員が、入所支援計画に基づき、あらかじめ入所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対

する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、１日につき１回及び１月につき２回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、

それぞれに掲げる所定単位数を加算する。ただし、４を算定しているときは、算定しない。

４　地域移行加算５００単位

注　入所期間が１月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、指定入所基準第５２条の規定により置くべき従業者又は指定発達支援医療機

関の職員が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及び

その家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中２回を限度として所定単位数を加算し、当

該障害児の退所後３０日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後１回を限度と

して所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、１のロ又はニを算定している場合であって入所中の場合又は退所後に他の社会福祉施設等

に入所する場合にあっては、加算しない。

４の２　移行支援関係機関連携加算２５０単位

注　指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、移行支援計画の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開

催し、当該移行支援計画に係る障害児への移行支援について、関係者に対して専門的な見地からの意見を求め、必要な情報の共有及び当該障害

児の移行に係る連携調整を行った場合に、１月につき１回を限度として、所定単位数を加算する。

４の３　体験利用支援加算（１日につき）

イ　体験利用支援加算(Ⅰ)７００単位

ロ　体験利用支援加算(Ⅱ)５００単位

注１　現に指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所している障害児であって、重症心身障害児、重度障害児又は別にこども家

庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童であるもの（移行支援計画において体験利用が計画されているものに限る。）

が、現に入所している指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関を退所する予定日から遡って１年間において体験利用を行う場合

に、指定入所基準第５２条の規定により置くべき従業者（栄養士及び調理員を除く。）又は指定発達支援医療機関の職員が、次の（１）及び

（２）のいずれにも該当する支援を行った場合に、１回につき３日以内（ロにあっては、５日以内）の期間について、２回を限度として所定

単位数を加算する。

（１）　体験利用の利用の日における新たな環境への適応に対する支援その他の便宜の提供

（２）　体験利用に係る事業者その他の関係者との連絡調整その他の相談援助

２　注１の体験利用は、次に掲げる加算に応じ、それぞれ次に定める活動とする。

（１）　体験利用支援加算(Ⅰ)　障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動（宿泊を伴うものに限る。）

（２）　体験利用支援加算(Ⅱ)　障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動（（１）に定めるものを除く。）

４の４　要支援児童加算

イ　要支援児童加算(Ⅰ)１５０単位
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ロ　要支援児童加算(Ⅱ)１５０単位

注１　イについては、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関が、現に入所している者であって、要保護児童又は要支援児童である

ものに対する指定入所支援について、児童相談所その他の公的機関又は当該児童の主治医等（以下この注において「児童相談所等関係機関」

という。）との連携を図るため、当該障害児に係る会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議に参加し、児童相談所等関係機関と

の情報の共有及び連携調整を行った場合に、１月に１回を限度として、所定単位数を加算する。

２　ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定

発達支援医療機関において、要保護児童又は要支援児童に対して別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心理支援を行った場合に、１

月につき４回を限度として、所定単位数を加算する。

４の５　集中的支援加算

イ　集中的支援加算(Ⅰ)１，０００単位

ロ　集中的支援加算(Ⅱ)５００単位

注１　イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、広域的支援人

材を指定医療型障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支

援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、３月以内の期間に限り１月に４回を限度として所定単位数を加算する。

２　ロについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、集中的な支援

を提供できる体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関が、他の指定通所支援

を行う事業所、指定障害児入所施設、指定発達支援医療機関等から当該障害児を受け入れ、集中的な支援を実施した場合に、３月以内の期間

に限り１日につき所定単位数を加算する。

５　小規模グループケア加算

イ　小規模グループケア加算(Ⅰ)（障害児の数が４人から６人まで）３２０単位

ロ　小規模グループケア加算(Ⅱ)（障害児の数が７人又は８人）２３３単位

ハ　小規模グループケア加算(Ⅱ)（障害児の数が９人又は１０人）１８６単位

注　別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関

において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合（当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う

場合に限る。）に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児１人につき所定単位数を加算する。ただし、ハについては、こども

家庭庁長官が定める施設基準の適用前に建設された指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関であって、都道府県知事が適当と認め

たものに限り、所定単位数を加算する。

６　福祉・介護職員等処遇改善加算

注１　別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医

療型障害児入所施設（国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注２におい

て同じ。）が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１９１に相当する単位数

ロ　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１８７に相当する単位数

ハ　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１４８に相当する単位数

ニ　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１２７に相当する単位数

２　令和７年３月３１日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設（注１の加算を算定しているものを除く。）が、障害児に対し、指定入所支援を行っ

た場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（１）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１５３に相当する単位数

（２）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（２）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１７０に相当する単位数

（３）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（３）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１４９に相当する単位数

（４）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（４）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１６６に相当する単位数

（５）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（５）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１３２に相当する単位数

（６）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（６）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１２８に相当する単位数

（７）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（７）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１４４に相当する単位数

（８）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（８）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１１０に相当する単位数

（９）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（９）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１４０に相当する単位数

（１０）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１０）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１０６に相当する単位数

（１１）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１１）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の８９に相当する単位数
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（１２）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１２）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１０２に相当する単位数

（１３）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１３）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の１０１に相当する単位数

（１４）　福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)（１４）　１から５までにより算定した単位数の１０００分の６３に相当する単位数
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